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R6年度修正
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再研修（法第69条の７第２項）
＊研修時間：５７時間
＊登録後５年以上経過又は介護支援専
門員証失効後に介護支援専門員証の交
付を受けようとする者

申請

登録後５
年を経過

介護支援専門員として登録後、実務
には従事していないが、介護支援
専門員証の更新を受けようとする者

登録後
５年以
内申請

再度、介護支援専門員証の交付を受ける場合 （介護支援専門員として従事する場合）

更新研修（法第69条の８第２項）

＊研修時間：５７時間

主任介護支援専門員研修 （令第37条の15第1項1号）

＊研修時間：７０時間 ＊一定の実務経験等、県の定める要件を満たす者

地域の介護支援専門員を支援する主任介護支援専門員
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以降の更新の場
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介護支援専門員専門研修
課程・更新研修Ⅰ
（法第69条の８第２項）

＊研修時間：５６時間

＊就業後６ヶ月以上の者又は有

効期限満了まで１年以内の者で

実務経験を有する者

介護支援専門員専門研
修課程・更新研修Ⅱ
（法第69条の８第２項）

＊研修時間：３２時間

＊就業後３年以上の者又は有

効期限満了まで１年以内の者

で実務経験を有する者

①

③

②

②－１

主任介護支援専門員更新研修
（令第37条の15第1項2号）
＊研修時間：４６時間 ＊主任介護支援専門員と

して、一定の経験等、県の定める要件を満たす者
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主任介護支援専門員としての活動実績がある者

（有効期間が概ね2年以内に終了する者）

申請

③－１

④

修了者主任介護支援専門員
の資格失効

主任介護支援専門員と
しての活動実績がない

★

★ へ
修了者

主任介護支援専門員更新研修を受けた者は、

更新研修を受けたものとみなされる。

介護支援専門員証失効 介護支援専門員証の有効期間を
更新しない （更新研修を受けない）

介護支援専門員証の有効期間を更新しない
（更新研修を受けない）


